
令和８年

３月号
東 警 察 署

東桜交番鈴木

052(９３６)０１１０

交番だよりはこちら

令和８年
（１月末）

（前年対比）

刑法犯認知件数 14件 （－８件）

主
な
手
口

侵入盗 ０件 （－１件）

住宅対象 ０件 （－１件）

自動車盗 ０件 （±０件）

自転車盗 ４件 （－１件）

令和８年４月１日から
自転車の交通反則通告制度
（青切符）が導入されます。

具体的な違反例として・・・

・携帯電話の使用（保持）
・一時不停止
・遮断踏切立ち入り

等の違反が該当します。

自分のため、周りの人のため、
今まで以上に交通ルールを守り
安全運転に努めましょう！

自転車の違反にも青切符が導入されます

非行の芽 はやめにつもう みな我が子
～地域ぐるみで有害な環境をなくしましょう～

依然として多くの自転車が盗まれています。
ツーロック（ワイヤー錠＋備え付けの鍵など）で守りましょう！

３～４月は、進級、進学、就職等、少年たちの生活環境が
大きく変わる時期です。

生活リズム、行動範囲、交友関係等が変わりやすい時期
でもあり、新しい環境に馴染めず非行に走ったりすることが
懸念されます。

親子で話をする機会を増やし、お子さんに変化があった
場合、すぐに気づけるような関係をつくりましょう。

自転車も交通ルールを守りましょう！

東桜交番管内の犯罪発生状況


